
‘にり 

, 

'（
「
」
い
】
一
 

ノ 

H
 

・
 
、
」
『
 

r
 

・
 r
 
J
 

け二翼難秤博りヲ笥＃警「二1曹’護鷺f二欝議，警ぐ罵驚 
昨に」い1 

磁静 
,1 二J 	' 

/ 

ず 	昭和十五年十こ月十七日 印刷 
て・毒‘」 

曜和＋五年十二月廿三日 愛行 

判例借地法借家法

定 慣 金 五 囲 

編 者、 	小 林 	寛 	''uKUthrnIIlc' 	' 

	◇ 	 I 

襲責所 轟変需独,堰新 光 閣 ｝ 

振替東京七四三七0番 I 

	

看、話n  2 0lO 番 	1 

	

神田り 2 0 1 1 番 	、 

	◇ 	 f  

発行者2t 東京lIf豊島匹西菓鴨町ミノ七一三

糞行所 三到社 門 屋 樹 三 

印刷者 東、京 市由、谷‘鳳本村町四

玄耳赴・ 鈴 木 芳 太 郎 

ー
！

‘

ー
 

,
 

     

      

    

法 監東 

督尋 

撃判諦
士 事所 

小 上

林 田 

 

  

ー
ー
一
！
ー
！
‘

'
 ！
 
 
、

一
 
一ー
，

ト
 
・
 
，
 

 

●
 
！
 

 
,
 

 

IJ一
1
1
‘
川
ー
』
！
1、
‘
1
「
ー‘
》
一
）
1、
‘
 

  

    

    

 

東 

京 

  

   

寛 操

編 序 
》
‘d
,'
?‘
ー、！
‘

！

《
！
 
、
 

な
」
名一
‘」
加
・
、「A
、
 

 

閣 

  

      

      

'  ' 

、 



附
 

鰍
 

〇
借
地
法
及
借
家
法

ノ
施
行
期
日

及
施
行
地
匿

ニ
開
ス
ル
件
 

（
警
轟講
甚
遡
 

左
ノ
地
旺

ニ
（
大
正
十
年
五
月
十
五
日
●
リ
借
地
法
及
借
家
法
 

ヲ
施
行
ス
 

東
京
府
 

東
京
市
 

荏
原
郡
ノ
内
 

品
川
町
，
大
崎
町
 

豊
多
慶
郡
ノ
内
 

淀
橋
町
、
大
久
保
町
、
戸
塚
町
、
千
駄
ケ
谷
町
，
 

灘
谷
町
 

北
豊
島
郡
ノ
内
 

南
千
住
町
，
巣
叫
町
、
瀧
野
川
町
、
高
田
町
、
日
暮
里
 

町
、
西
集
叫
町
 

南
葛
飾
郡
ノ
内
 
 

」
 

吾
嬬
町
、
離
戸
町
、
大
鳥
町
、
寺
島
村
、
砂
村
 

京
郡
府
 

京
都
市
 

大
阪
府
 

大
阪
市
 

西
成
郡
ノ
内
 

今
宮
町
、
鷺
洲
町
、
豊
崎
町
．
中
津
町
、
惇
法
町
 

東
成
郡
ノ
内
 

鶴
橋
町
、
中
本
町
，
天
王
寺
村
 

神
奈
川
験
 

横
演
市
 

兵
庫
懸
 

神
戸
市
 

前
項
ノ
地
旺
外
ニ
跨
リ
テ
築
造
セ
ラ
レ
タ
ル
建
物
ァ
ル
場
合
一
一
 

於
テ
ハ
借
地
法
及
借
家
法
ハ
其
ノ
建
物
ノ
存
ス
ル
場
所

一
一付
亦
 

之
ヲ
適
用
ス
 、

！

・
 

〇
借
地
法
及
借
氷
法

ノ
施
行
期
日

及
施
行
地
瓦
ニ
開
ス
ル
件
 

森
舞
販

4覇
）
 

左
ノ
地
匡

ニ
ハ
大
正
十
三
年
八
月
十
五
日
ョ
リ
借
地
法
及
借
家
 

法
ヲ
施
行
ス
 

東
京
府
 

荏
原
郡
ノ
内
 

大
森
町
，
大
井
町
、
入
新
井
町
，
目
黒
町
、
平
塚
村
 

豊
多
慶
郡

ノ
内
 

中
野
町
、
落
合
町
、
代
々
幡
町
 

北
豊
島
郡
ノ
内
 

・

板
橋
町
、
王
子
町
、
三
河
島
町
、
尾
久
町
、
長
崎
村
 

南
足
立
郡
ノ
内
 

千
住
町
 

南
葛
飾
郡
ノ
内
 

隅
田
町
 

前
狽
ノ
地
遍
外
ニ
跨
リ
テ
築
造
セ

ラ
レ
タ
ル
建
物
ァ
ル
場
合

ニ
 

於
テ
ハ
借
地
法
及
借
家
法

ハ
其
ノ
建
物
ノ
存
ス
ル
場
所

ニ
付
亦

之
ヲ
適
用
ス
 

〇
借
地
法
及
借
家
法
ノ
施
行
期
日

及
施
行
地

温

ニ
開
ス
ル
件
 

（禁
報
略
弾
覇
）
 

左
ノ
地
厘

ニ
ハ
大
正
十
四
年
四
月
十
五
日
ョ
リ
借
地
法
及
借
家

法
ヲ
施
行
ス
 

愛
知
蘇
 

名
古
屋
市
 

前
項
ノ
地
直
外
ニ
跨
り
テ
築
造
セ
ラ
レ
タ
ル
建
物
ァ
ル
場
合

ニ

於
テ
ハ
借
地
法
及
借
家
法
ハ
其
ノ
建
物
ノ
存
ス
ル
揚
所

ニ
付
亦

之
ヲ
適
用
ス
 



,
J
 

錯
橋
市
 

東
葛
飾
郡
ノ
内
 

松
戸
町
 

芙
城
森
 

水
戸
市
 

日
立
市
 

栃
木
蘇
 

宇
郡
宮
市
 

足
利
市
 

群
馬
典
 

前
橋
市
 

伊
勢
崎
市
 

桐
生
市
 

新
田
郡
ノ
内
 

太
田
町
 

高
崎
市
 

静
岡
照
 

山
梨
騒
 

甲
府
市
 

一
 

蔵
 

〇
借
地
法
及
借
家
法
ノ
施
行
期
日
及
施
行
地
匿

ニ
開
ス
ル
件
 

（加
碑
細
健
一鷲

畦
勤
）
 

左
ノ
地
旺

ニ
ハ
昭
和
十
四
年
十
二
月
二
十
人
日
ョ
り
借
地
法
及
借
家
法
ヲ
施
行
ス
 

東
京
市
ノ
内
未
タ
之
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
鳳
 

京
都
府
ノ
内
未
タ
之
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
賦
 

大
阪
府
ノ
内
未
タ
之
プ
施
行
セ
サ
ル
地
蹴
 

神
奈
川
蘇
ノ
内
米
タ
之
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
慶
 

兵
庫
帳
ノ
内
未
タ
之
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
嵐
 

愛
知
軽
ノ
内
未
タ
之
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
厘
 

貴
島
懸
 

山
口
軽
 

下
開
市
 

幅
岡
蘇
 

前
狽
ノ
地
匿
外
ニ
跨
リ
テ
築
造
七
ラ
レ
タ
ル
建
物
ァ
ル
場
合

」
於
テ
『
借
地
法
及
借
家
法
ハ
其
ノ
建
物
ノ
存
ス

ル
場
所

ニ
付
亦

Z
プ

適
用
ス
 

〇
借
地
法
及
借
家
法

ノ
施
行
期
日

及
施
行
地
優
ニ
開
ス
ル
件
 

癖
鮮
篠
賭
寿
覇
）
 

左
ノ
地
匹
ニ
ハ
昭
和
十
五
年
九
月
二
十
六
日
ョ
り
借
地
法
及
借
 

家
法
プ
施
行
ス
 

埼
玉
鰍
 

浦
和
市
 

川
口
市
 

北
足
立
郡
ノ
内
 

六
辻
町
、
蕨
町
、
輿
野
町
、
大
宮
町
，
戸
田
村
 

川
越
市
 

熊
谷
市
 

千
葉
籍
 

千
葉
市
 

千
葉
郡
ノ
内
 

幕
張
町
，
津
田
沼
町
 

市
川
市
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〇
建
物
保
護

ニ
開
ス
ル
法
律
 

（哩
山智
桂
畦

J痛
）
 

〇
地
上
槽
ニ
開
ス
ル
法
律
 

（
哩
聾舞
遺運
）覇
）
 

鱗
！
欄
 
本
法
施
行
前

他
人
ノ

土
地

ニ
於
テ
工
作
物
又
ハ
竹
木

ヲ
所
有
ス
ル
篇
其
ノ

土
地
ヲ
使
用
ス
ル

者
ハ
地

上
擢
者
ト
推

窒
ス
 

纂
一
傍
 
第
一
嫌
ノ
地

上
橿
者

（
本
法
施
行
ノ

日
ョ
り
一
匿
年

内
ニ
登
記
ヲ

罵
ス

ニ
非
サ
レ

ハ
之
ヲ
以

テ
第
三
者

ニ
掛
抗

ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ス
 

前
項
ノ
規
定
ハ
本
法
施
行

前
ニ
善
意

ニ
テ
取
得
シ

タ
ル
第
一1
1
 

者
ノ
稽

利
ヲ
害
ス
ル
コ
ト

ナ
シ
 

隊
 

峻
 
 

第
！
誉
 

建
物
ノ
所

有
ヲ
目
的
ト

ス
ル
地
上
檎
又
ハ

土
地
ノ
賃

借
樫
ニ

因
リ
地

上
櫓
者
又
ハ

土
地
ノ
賃
借
人
力

其
ノ
土
地
ノ

上

ニ
登
記
シ
タ
ル
建
物
ヲ
有

ス
ル
ト
キ
ハ
地
上
櫓
叉
ハ

土
地

ノ
賃
貸
借
ハ

其
ノ
登
記

ナ
キ
モ
之
ヲ
以
テ
第

三
者
二
封
抗
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
 

建
物
力
地
上

捜
又
ハ
土
地
ノ
賃
貸
借
ノ

期
間
浦
了

前
ニ
滅
失

又
ハ
朽
慶
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
地
上
濯
者
又
ハ
土
地
ノ
賃
借
人
ハ

其
ノ
後
ノ
期
間
ヲ
以

テ
第
三
者

二
掛
抗
ス

ル
コ
ト
プ
得
ス
 

纂
」
憐
 
民
法

第
五

百
六
十
六
篠
第
「
項
第

一
ニ項
及
第
五
百
七

十
一
嫌
ノ
規
定
ハ

前
傑
第
一
項
ノ

場
合
ニ
之
プ
準
用
ス
買
主

カ
契
約
ノ

嘗
時
知
ヲ
サ
リ
シ
地
上
壌
又
ハ
賃
借
嬢
ノ

幾
力
ノ

存
ス
ル
揚
合
亦
同
ッ
 

一
 

'‘

ー
 

〇
借
地
借
家
調
停
法
 

厭
癖
軒
暗
埠
覇
）
 

改
正
 
大
正
十
三
年
法
律
第
十
七
葉
 

幕
一
俸
 
土
地

又
ハ
建
物
ノ

貸
借
，

地
代
、
家
賃
其
ノ

他
借
地

借
家
聞
係
ニ
付
争
議
ヲ
生
サ
タ

ル
ト
キ
ハ
賞
事
者
ハ
撃
議
ノ

目
的
タ

ル
土
地
又
ハ

建
物
ノ
所

在
地
ヲ
管
轄

ス
ル
返
裁
判
所

ニ
調
停
ノ
申
立

プ
鴛
ス

コ
ト
ヲ
得
 

富
事
者

ハ
合
意
ヲ
以
テ
前
項
ノ
臨

裁
判
所
ノ

所
在
地
ヲ
管
轄

ス
ル
地
方
裁
判
所

ニ
調
停
ノ
申

立
ヲ
篇
ス
コ
ト

ヲ
得

第
「
項

ニ
於
テ
借
地
借

家
ト
解
ス
ル
ハ
借
地

法
及
借
家
法

ニ

於
ケ
ル
借
地
借
家
ヲ
謂

フ
 

集
」
憧
 
調
停
ノ

申
立
ハ
争
議
ノ
賞
情
ヲ
明

ニ
シ
テ
之
ヲ
篇
ス

コ
ト
ヲ
要
ス
 

第
罵
嘩
 
常
事

者
義
務
ノ

岡
避
其
ノ
他
不
雷
ノ
目
的
ヲ
以
テ
濫

ニ
調
体
ノ
申

立
ヲ
鴛

シ
ダ
リ
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所

ハ
其

ノ
申
立
ヲ
却
下
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
 

緯
国
線
 
雫
議
ノ
目
的
タ

ル
土
地
又
ハ
建
物
力
致
個
ノ
裁
判
所

ノ
管
轄
匹

域
内
二
存

ス
ル
場
合

ニ
於
テ
調
停

ノ
申
立
プ
受
ケ
 

タ
ル
地
方
裁
判
所
又
ハ
旺
裁
判
所
相
常
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
決

定
ヲ
以

テ
事
件
ヲ
他
ノ
管
轄
旭

方
裁
判
所
又
ハ

管
轄
旺
裁
判

所

ニ
移
援
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
管
捨
搬
ナ
キ
裁

判
所
力

調
体
ノ

甲

立
ヲ
受
ケ

タ
ル
ト
キ
モ
亦
同
シ
 

前
項
ノ
決
定
ニ
針
シ

テ
ハ
不
服

ヲ
申
立
ッ

ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
瓦
撫
ノ

ニ
 
借
地
借
家
開
係
ノ
雫
議
ニ
付
訴
訟
力

繋
属
ス

ル

ト
キ
ハ
受
訴
裁
判
所
ハ
職
檀
ヲ

以
テ
事
件

プ
調
停

ニ
付
ス
ル
 

コ
ト
ヲ
得
 

第
五
憐
 
調
停
ノ
申
立

ヲ
受
理
シ
ダ

ル
集
件

ニ
付
誹
訟
力
累
属

ス
ル
ト
キ
又
ハ
前
僚
ノ
規
定
ニ
依
リ
事

件
力
調
停
ニ
付
セ

ヲ

レ
タ
ル
ト
キ
ハ
調
伴
ノ
終
了

ニ
至
ル
迄
訴
訟
手
績
ヲ
中
止
ス

第
大
憶
 

裁
判
所
ハ

期
日
ヲ
定
メ
洲
停
申
立
人
及
相
手
方
ヲ
呼

出
ス
ヘ
シ

此
ノ
場
合
ニ
於

テ
ハ
調
体
ノ
結
果

ニ
付
利
害
開
係

ヲ
有
ス
ル
者
ノ
参
加
ヲ

求

ム
ル
コ
ト

ヲ
得
 

井
七
糠
 
賞
事

者
及
利
害
開
係
人

ハ
自
身
出
頭
ス
ル
コ
ト

ヲ
要

ス
但
ジ
己

ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル

事
由
ァ
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
裁
判

所
ノ
許
可

ヲ
受
ケ
代
理
人
ヲ
シ
テ
出
頭
セ
シ

ム
ル
コ
ト
プ
得

裁
判
所

ハ
何
時

（
テ
モ
前
項
ノ
許
可

ヲ
取
消
ス
コ
ト

ヲ
得

第
八
蜂
 

調
停
手
績
ハ
之
プ
公
開
七
ス
但
シ
裁
判
所

ハ
相
常
ト

認

ム
ル
者
ノ
傍
聴
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得
 



附
 

録
 

第
九
鱗
 
費
用
ヲ
要
ス
ル
行

鴛
ニ
付
テ
ハ
賞
事

者
ノ

ー
方
又
ハ

壁
方
ヲ
シ

テ
其
ノ

費
用
ヲ
換
納
七
シ

ム
ル
コ
ト

ヲ
得
 

幕
十
鱗
 
申
立
其
ノ
他
ノ
申

述
ハ
書
面
又
ハ

ロ
頭
ヲ
以
テ
之
ヲ

鴛
ス
コ
ト

ヲ
得
 

ロ
頭
ヲ
以
テ
申
述
ヲ
篇
ス

場
合

ニ
於
テ
ハ
裁
判
所
書
記
其
ノ

調
書
ヲ
作

ル
コ
ト

ヲ
要
ス
 

第
十
一
鱗
 
調
停

ニ
付
テ
ハ

裁
判
所
書
記
其
ノ
調
書
ヲ
作
ル
コ
 

ト
ヲ
要
ス
 

第
十
一

俸
 
調
停
ハ
裁
判
上
ノ

和
解
ト

同

】
ノ
敷
力

ヲ
有
ス
 

第
＋
三

癖
 
裁
判
所
ハ

調
停
前

調
停
ノ
篇
必

要
ト
認

ム
ル
庭
分

ヲ
命
ス

ル
コ
ト

ヲ
得
 

第
＋
四
飾
 
裁
判
所
調
停

ノ
申
立

ヲ
受
理
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
調
停

委
員
曾

ヲ
開
ク

コ
ト
ヲ
得
 

常
事
者
壁
方
ノ

申
立
ァ
ル
ト
キ

ハ
裁
判
所

ハ
調
停
委
員
曾

ヲ

開
ク
コ
ト

ラ
要
ス
 

第
十

五
憐
 
調
停
委
員
曾

ハ
調
停
主
任
「
人
及
調
停
委
員

ニ
人

以
上
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス
 

第
十
六

憐
 
調
停
主
任
ハ
判
事

ノ
中
ョ
リ
毎
年
濃
メ
地
方
裁
判

所
長
之
ヲ
指

定

ス
 

調
停
委
員

ハ
特
別
ノ
知
識
縄
験

ァ
ル
者

ニ
就
キ
毎
年
驚
メ

地
 

一O
 

方
裁
判
所
長
ノ
選
任
シ

タ
ル
者
又
ハ
営
事

者
ノ
合
意

ニ
依
リ
 

選
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
中
ョ
リ
各
事
件
ニ

付
調
停
主

任
之
ヲ
 

指
定
ス
 

幕
十
七

僚
 
調
停
委
員
曾
ハ

営
事
者

ノ
意
見
ヲ
聴

キ
適
営
ト
認

ム
ル
者
ヲ
シ
テ
調
停
ノ
補
助
ヲ

篇
サ
シ

ム
ル
コ
ト

ヲ
得

第
十
八
飾
 
調
停
委
員
及

前
僚
ノ

規
定
ニ
依

リ
調
停
ノ
補
助

ヲ

鴛
ッ

タ
ル
者

ニ
ハ
族
費
、
日
営
及

止
宿
料

ヲ
給
ス
 

第
十
九

僚
 
調
停

委
員
曾

ニ
於
ケ
ル
調
停
手
績
ハ
調
停
主
任
之

ヲ
指
揮
ス
 

第
ニ
十

繰
 
調
停

委
員
曾

ノ
決
議
ハ
調
停
委
員
ノ
過
牛
致
ノ
意

見
ニ
依
ル
可

否
同
致
ナ
ル
ト

キ
ハ
調
停
主
任
ノ
決
ス

ル
所

ニ

依

ル
 

第
ニ
十
一

鱗
 
調
停
委
員
曾
ノ

評
議
ハ
之
ヲ
秘
密
ト

ス

第

ニ
十
《
一錬
 
調
停
委
員

曾
ヲ
開
キ
タ

ル
場
合

」
於
テ

ハ
第
六

峰
，
第
七
篠
第
一
項
但
書
第

二
項
、
第
八
篠
但
書
及
第
十
三

篠
ニ
規

定
ス
ル
裁
判
所

ノ
棲
限

ハ
調
停
委
員
曾

「
局
ス

第
ニ
十

三
僚
 
調
停
委
員
曾

ハ
営
事
者
又
ハ
利
害
開

係
人
ノ
陳

述
ヲ
聴

キ
且
必
要
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
読
線
調

ラ
篇
ス
コ
ト

ヲ

得
 

調
停
委
員
曾
ハ

調
停
主
任
ヲ
シ

テ
讃
線
調
プ

篇
サ
シ

メ
又
ハ
 

之
ヲ
堪
裁
判
所

ニ
濁
託

ス
ル
コ
ト

ヲ
得
 

讃
譲
調
ニ
付
テ
ハ

民
事
訴
訟
法
ヲ

準
用
ス
 

証
人
及
鑑
足
人
ノ

受
ク
ヘ

キ
故
費
、

日
賞
及
止
宿
料
ニ

付
テ

ハ
民
事
訴
訟
費
用
法
ヲ

準
用
ス
 

第
ニ
十
四
燦
 
期
日
ニ
於

テ
調
停
成
ラ
サ

ル
ト
キ
ハ
調
停
委
員

曾
ハ
争
議
ノ
目
的
タ
ル
事

項
及
手
績
ノ

費
用
ニ
付
適
営
ト

認

ム
ル
調
停
係
項

ヲ
定
メ
其
ノ
調
書
ノ
正
本
ヲ
営
事
者
ニ
途
付

ス
ル
コ
ト

ヲ
要
ス
 

営
事
者
力
前
項
ノ

正
本
ノ
途

付
ヲ
受
ケ
タ

ル
後
一
月
内
ニ

調

停
委
員
曾
ニ
異
議
ヲ
述
ヘ
サ

ル
ト
キ

ハ
調
停

ニ
服
シ
タ

ル
モ

ノ
ト
看
倣
ス
 

調
停
委
員
曾
ハ
申

立

ニ
因
リ
前
項
ノ

期
間
ヲ

伸
長

ス
ル
コ
 

ヲ
得
 

常
事
者
力
異
議
ヲ
述
ヘ
タ

ル
ト
キ
ハ
調
停
委
員
曾

ハ
其
ノ
旨

プ
相
手
方

ニ
通
知
ス
ル
コ
 
ト
ヲ
要
ス
 

第
ニ
十
五
鋒
 
調
停
委
員
曾
第
三
嫌
ニ
規
定
ス

ル
事
由
ァ
リ
ト

認

ム
ル
ト
キ
ハ
調
停
プ

鴛
サ
サ

ル
コ
ト

ヲ
得
 

第
ニ
十
穴
僚
 
調
停
成
リ
タ

ル
ト
キ
又

ハ
第

ニ
十
四
嫌
第
二

項

ノ
規
定
ニ
依
リ

営
事

者
力
調
停

ニ
服
ジ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
サ

レ
タ
ル
ト
キ

ハ
裁
判
所

ハ
調
停
主
任
ノ
報
告
ヲ
聴

キ
調
停
ノ
 

附
 

録
 
 

認
否
ニ
付

決
定
ヲ
篇
ス
コ
ト

ヲ
要
ス
 

調
停
認
可

ノ
決
定
ニ
掛
シ

テ
ハ
不
服
ヲ
申
立
ッ

ル
コ
ト
ヲ
得

ス
 

調
停
不
認
可

ノ
決
定
ニ
封
シ

テ
ハ
民
事
訴
訟
法
ニ
従

ヒ
即
時

抗
告
プ
鴛
ス
コ
ト

ヲ
得
 

第
一
一十
七
鎌
 
裁
判
所
ハ

調
停
力
著

ク
公
正
ナ
ラ
ス
ト
認

ム
ル
 

場
合
ニ

非
サ
レ

ハ
調
停
不
認
可

ノ
決
定
プ
総
ス

コ
ト
ヲ
得
ス

第
一
一十
八
鱗
 
調
停
委
員
曾
ヲ

開
キ
タ

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
調
停
 

ハ
認
可
決
定
ァ
リ
タ

ル
ト
キ

ニ
限
リ
裁
判
上
ノ

和
解
ト

同

一
 

ノ
敷
力
プ

有

ス
 

帯
ニ
十
九

飾
 
調
停
ノ
申

立
ヲ
篇
ス
ニ

ハ
手
戴
料
ヲ

納
付
ス

ル

コ
ト
ヲ
要
ス
 

抹
三
十
僚
 
営
事

者
又
ハ
利
害

開
係
人

ハ
手
数
料
ヲ
納
付
シ

テ

記
録
ノ
閲

覧
若
ハ

謄
窟
又
ハ
其
ノ
正
本
、
謄
本
、
抄
本
若
ハ
事

件

ニ
開
ス
ル
謹
明
書
ノ
付
輿
ヲ
裁
判
所
書
記

ニ
求
ム
ル
コ
ト

ヲ
得
但
シ

嘗
事
者
力
事
件
ノ

繋
局
中
記
録

ノ
間
覧
又
ハ
謄
篤

ヲ
篇
ス
場
合

ニ
於
テ
ハ
手
数
料
ヲ

納
付
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
セ

ス

第
三
十
！

緯
 
第
十
八
傑
ノ
旅
費
、
日
営
及
止
宿
料
並
前
ニ
嫌

ノ
手
勲

料
ノ
額
ハ
勅
令

ヲ
以

テ
之
ヲ
定

ム
 

第
三
十
一
一鎌
 
調
停
委
員
曾
ノ
呼

出
ヲ
受
ケ

タ
ル
賞
事
者
力
正
 

一
 
一

・
 

ト
 



附
 
鎌
 

借
地
借
家
臨
時
慮
理
法
 

（整
柵
三警
望
杜
遍
 

昭
和
四
年
法
律

第
七
貌
 

改
正
 

昭
和
十
四
年
法
律
第
十
ニ
銃
 

第
一
催
 
本
法
ニ
於

テ
借
地
借
家
ト

構
ス

ル
ハ
借
地
法
及
借
家

法
ニ
於
ケ

ル
借
地
借

家
ヲ
謂
フ
 

第
一
一僚
 
地
代
、
家
賃
、
敷
金
其
ノ
他
借
地
借
家
ノ
僚
件
力

著

シ
ク
不
常
ナ
ル
ト

キ
ハ
営
事
者
ノ
申
立

ニ
依
リ
裁
判
所

ハ
鑑

定
委
員
曾
ノ
意
見
ヲ
聴

キ
借
地
借
家
開
係
ヲ
衡

平
ナ
ラ
シ
ム

ル
鴛
其
ノ
操
件

ノ
壁
更
ヲ
命
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
此
ノ
場
合

ニ
於

テ
裁
判
所
ハ
敷
金
其
ノ

他
ノ
財
産
上
ノ
給
付
ノ
返

還
ヲ
命
シ

又
ハ
其
ノ
給
付
ヲ

地
代
若
ハ

家
賃
ノ
前
排
ト
看
倣
シ
其
ノ
他

相
営
ナ

ル
慮
分
ヲ

命
ス

ル
コ
ト

ヲ
得
 

第
三
修
 
大

正
十
ニ
年

九
月
ノ
震
災

ニ
因
リ

テ
減
失
シ

タ
ル
建

物
ノ
借
主
ハ

其
ノ
建
物
ノ

敷
地

又
ハ
其
ノ
換
地
ノ
上
ニ
新

一
一

築
造
七

ラ
レ
タ
ル
建
物
ニ

付
其
ノ

完
成
前
賃
借
ノ
申

出
プ
篇

ジ
タ
ル
ト
キ

ハ
他
ノ
者

ニ
優
先
シ
テ
之
ヲ
賃
借
ス

ル
 
コ
トヲ

得
減
失
シ

タ
ル
建
物
ノ
敷
地
又
ハ
其
ノ
換
地
ノ

上
ニ
築
造
セ
 

一
八
 

ラ
レ
タ
ル
侵
設
建
築

物
ノ
借
主
亦
同
シ
 

前
項
ノ
申

出
ヲ
受
ケ
タ

ル
者
申
出
ヲ
受
ケ
タ

ル
日
ョ
リ
二
週

間
内
ニ
拒

絶
ノ
意
思
ヲ

表
示
セ
サ

ル
ト
キ
ハ
申
出
ヲ
承
諾
シ

タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
 

第
一
項
ノ
申

出
ハ
正
賞
ノ

理
由
ア
ル

ニ
非
サ
レ

ハ
之
プ
拒
絶

ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
 

第
四
僚
 
前
傑
ノ
場

合

ニ
於
テ
借
家

ニ
付
営
事
者
間
」
協

議
調

ハ
サ
ル
ト
キ

ハ
申
立

ニ
因
リ
裁
判
所
ハ

鑑
定
委
員
曾
ノ
意
見

ヲ
聴
キ
従
前
ノ
賃
貸
借
ノ

傑
件
、

建
物
ノ
状
況
其
ノ
他
一
切

ノ
事
情
ヲ
掛

酌
シ

テ
借
家
闘
係
ヲ
定
ム
ル
プ
得
 

第
五
憐
 
新

ニ
築
造
セ

ラ
レ
タ

ル
建
物
ニ
付
第
三
篠
第
一
項
ノ

規
定
ニ
依
リ
賃
借
ノ
申

出
ヲ
鴛
シ

タ
ル
者
敦
人
ァ
ル
場
合

ニ

於
テ
賃
借

ス
ヘ
キ
建
物
ノ
割
常

ニ
付
営
事

者
間
ニ
協

議
調
ハ

サ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
申

立

ニ
因
リ
従
前
ノ
建
物
又
ハ
偶
設

建
築
物
 
状

況
．
借
主
ノ

職
業
其
ノ
他
一
切
ノ

事
情
プ
掛
酌
 

シ
テ
其
ノ
割
営
プ

鴛
ス
 

前
項
ノ

規
定
ニ
依
リ
難

キ
場
合

ニ
於
テ
ハ
裁
判
所

ハ
抽
薮
ノ

方
法
ヲ
用
牛

テ
割
常
ヲ
篇
ス

コ
ト
ヲ
得
 

裁
判
所
ハ

営
事
者

間
ノ
衡

平
ヲ
維
持
ス

ル
総
必

要
ァ
り
ト
認
 

ム
ル
ト
キ

ハ
割
常
ヲ
受
ケ

サ
ル
借
主
又
ハ
著

シ
ク
不
利
益

ナ
 

一
 

ル
割
営
ヲ
受
ケ

タ
ル
借
主

ノ
鴛
割
富
ニ
因
リ
著

シ
ク
利
釜

ヲ

受
ケ

タ
ル
他
ノ
借
主

ニ
封
シ
相
営
ナ
ル

出
損
プ

命
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
 

第
六
僚
 
大
正
十
二
年

九
月
ノ
震
災

ニ
因
リ

テ
減
失
シ

タ
ル
建

物
ニ
居
住
シ

タ
ル
者
力
其
ノ
建
物
ノ
敷
地

ノ
上
ニ
族
設
建

築

物
ヲ
築
造
シ

タ
ル
場
合

ニ
於
テ
敷
地
ノ
借
主

力
之
二
同
意
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

同
意

ニ
付
地
主
ノ
承
諾
ヲ
得
サ

リ
シ
場
合

ト
難
地
主

ハ
之
ヲ

理
由
ト

シ
テ
契
約
ノ

解
除
ヲ
篇
ス
コ
ト

ヲ

得
ス
但
シ
裁
判
所
ノ

許
可

ヲ
得
タ
ル
ト

キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
 

ス
 

第
七
僚
 
借
地

ノ
上

ニ
存
ス
ル
借
地
人
ノ
建
物
力
大

正
十
ニ
年

九
月
ノ
震
災

ニ
因
リ
滅
失
シ

タ
ル
場
合

ニ
於
テ

ハ
其
ノ
借
地

槽

ハ
借
地
機

ノ
登
記
及

其
ノ
土
地
ノ

上
ニ
存
ス
ル
建
物
ノ
登

記
ナ
キ
モ
之
ヲ
以

テ
大
正
十
三
年
七
月
】
日
以
後
其
ノ
土
地

ニ
付
構
利
ヲ
取
得
シ

タ
ル
第
三
者

ニ
勤
抗
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
僚
 
第
ニ
係
及
第
四
僚
乃

至
第
六
嫌
ノ
規
定
ニ
因
ル
裁
判

ハ
借
地
又
ハ
借
家
ノ
所
在
地

ヲ
管
轄

ス
ル
風
裁
判
所

ニ
於
テ

非
訟
事
件
手
綾
法
ニ
依
リ
之
ヲ
総
ス
 

第
九
鋒
 
鑑

定
委
員
曾
ハ

五
人
以

上
ノ
委
員
ヲ
以
テ
之
ヲ
組

織

ス
 

附
 

録
 
 

第
十
鋒
 
鑑

定
委
員
ハ

特
別
ノ
知
識
経
験

ァ
ル
者
其
ノ
他
適
営

ナ
ル
者

ニ
就
キ
毎
年
換
メ

地
方
裁
判
所
長
ノ
選
任
シ
タ
ル
者

又
ハ
営
事

者
ノ
合
意
一
一依
リ
選
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
中
ョ
リ

各
事
件

ニ
付
裁
判
所
之
ヲ
指
定
ス
 

第
十
一

鱗
 
鑑

定
委
員
曾
ノ
決
議
ハ
委
員
ノ

過
牛
敦
ノ
意
見
ニ
 

依
ル
 

第
十

ニ
焦
 
鑑
定
委
員
曾
ノ
評

議
ハ
秘
密
ト

ス
 

第
十
三

僚
 
鑑

定
委
員
ニ
ハ

族
費
、
日
営
及
止
宿
料

ヲ
給
ス
其

ノ
額
ハ
勅
令

ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
 

第
十

四
傍
 
借
地

借
家
調
停
法
第
四
傑
ノ

二
及
第
五
僚
ノ

規
定

ハ
第
二
篠
，
第
四
僚
及
第
五
嫌
ノ

規
定

ニ
依
ル
申
立
並
第
六

篠
ノ
規
定
ニ
依
ル
許
可

ノ
申
請
ァ
リ
タ
ル
場
合

ニ
之
ヲ
準
用

ス
此
ノ
場
合

ニ
於
テ
調
停
ニ
付
ス

ル
裁
判
ニ
針
シ
テ
ハ
不
服

ヲ
申
立
ッ

ル
コ
ト
ヲ
得

ス
 

第
十
五
焦
 
第

二
嫌
及
第
四
僚
乃
至

弟
」
ハ
係
ノ
規
定
ニ
依
ル
裁

判
ニ
勤
シ

テ
ハ
即
時

抗
告
ヲ
篇
ス
コ
ト

ヲ
得
其
ノ
期
間
ハ
之

ヲ
ー
ー週
間
ト

ス
 

前
項
ノ
即
時
抗
告
ハ

執
行
停
止
ノ

敷
力

ラ
有
ス
 

第
十
六

僚
 
本
法
ニ
依

ル
裁
判

ニ
シ
テ
財
産
上
ノ

給
付
ヲ
命
ス

ル
モ
ノ

ハ
執
行
力
ヲ
有
ス

ル
債
務
名
栽
タ

ル
ノ
敷
力

ヲ
有
ス
 

一
九
 



附
 

録
 

第
十
七
儀
 
本
法
ニ
依
ル

裁
判
ノ
費
用
ニ
付
テ
ハ

民
事
訴
訟
費

川
法
弟
十
べ
傑
及

民
事
訴
訟
用
印
紙

法
第
十
六

傑
ノ
規
定
一

．
 依

ル
 目

 

貝
 

本
法
施
行
ノ

期
日
ハ
勅
令
ヲ

以
テ
之
ヲ
定

ム
 

本
法
施
行
ノ

地
匠

ハ
勅
令
ヲ
以
テ

之
ヲ
定
ム
 

本
法
ハ

昭
和
二
十
三

年
四
月
三
十
日
迄

其
ノ
敷
力

ヲ
有
ス
 

本
法
失
敷
ノ
際

ニ
於
テ
必
要
ナ
ル
級
過
規
定
ハ
勅

令
ヲ
以
テ
之
 

ヲ
定
ム
 

一
 
一
  
〇
 

〇
借
地
借
家
臨
時
庭
理
法
ノ

施
行
期
日
及
施
行
地
匿

ニ
 

開
ス
ル
件

（
難
範販

悼
鈴
）
 

借
地
借
家
臨
時
慮
理
法
ハ
大

正
十
三

年
八
月
十
五

日
ョ

リ

東
京

府
及
神
奈
川
懸
ノ
内
借
地

法
及
借
家
法
ノ
施
行

地
嵯

ニ
之
ヲ
施

行

ス
 

前
項
ノ

地
塩
外
ニ
跨
リ
テ

築
造
セ

ラ
レ
タ
ル
建
物
ァ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ

借
地
借
家
臨
時

慮
理
法
ハ
其
ノ
建
物
ノ

存
ス

ル
場
所

」
 

付
亦
之

ヲ
適
用
ス
 

O
地
代
家
賃
統
制
令
 

‘
旨
』
？
 
（
唱和
十
四

年
十
月

1
ぺ
日
一

満
‘
，
一

が

J
与
柳

4工
彩
・

り
町
）
 

第
！
僚
 
園
家

絶
動
員

法
（
昭
和
十
三
年
勅
令

第
三
百
十
七
銃

ニ
於
テ
依
ル
場
合
ヲ
含

ム
以
下
同
シ

）
第
十
九
嫌
ノ

規
定
ニ

基
ク
地
代
及
家
賃
ニ
開
ス

ル
統
制

ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ

依

レ
 

第
ニ
鱗
 
本
令
ニ
於

テ
借
地
ト

ハ
建
物
所
有
ノ

目
的
ヲ
以
テ

賃

借
セ

テ
レ
又
ハ
地

上
権
ヲ
設

定
セ

ラ
レ
タ

ル
土
地
ヲ
謂
ヒ
借

家
ト

ハ
賃
借
セ

ラ
レ
タ

ル
建
物
（
建

物
ノ

ー
部
ダ
ル
室
ヲ
含

ム
）
 ヲ
謂
フ
 

第
三
修
 
借
地

又
ハ
借
家
ノ
貸
主
へ
以
下
軍
二
貸
主
ト

構
ス
）
ハ

借
地
又
ハ
借
家
ニ
付
左
ノ

各
競
ノ
地

代
又
ハ

家
賃
ヲ
超
工

テ

地
代
又
ハ

家
賃
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
但
シ
厚
生
大
臣
ノ
定

ム
ル
事
由
ァ
ル
場
合
ニ
於

テ
地
方
長
官
ノ
許
可

ア
リ
タ

ル
ト

キ
ハ
此
ノ
限

ニ
在
ラ
ス
 

一
 
昭
和
十
三
年
八

月
四
日
ニ

於
テ
地

代
又
ハ

家
賃
ァ
リ
タ

ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ

同
日
ニ
於
ケ

ル
地
代
又
ハ

家
賃

（
其
ノ

不
明
ナ

ル
ト
キ
ハ
同

日
以
後
ノ
判
明
セ

ル
最
初
ノ
地
代
又
 

ハ
家
賃
〕
但
ジ
昭
和
十
三
年
八

月
五
日
以
後
本
令
施
行
前

建
物
ノ
墳
築
又
ハ

改
築
ニ
因
リ
家
賃
ニ
雄

動
ァ
リ
タ

ル
で

ノ

二
付
テ
ハ
増
築
又
ハ
改
築
ノ

工
事
ノ
竣
功
後

ニ
於
ケ

ル

最
初
ノ
家
賃
 

前
銃
ニ
該
常
セ
サ

ル
場
合
ニ
於
テ
昭

和
十
三
年
八
月
五

日
以
後
本
令
施
行

前
ニ
地

代
又
ハ

家
賃
ァ

ル
ニ
至
リ
タ

ル

モ
ノ

ニ
付
テ
ハ
同
日
以
後
ニ
於
ケ

ル
最
初
ノ
地
代
又
（

家

賃

（
其
ノ
不
明

ナ
ル
ト
キ
ハ
判
明
セ

ル
最
初
ノ
地
代
又
ハ

家
賃
）
但
シ

其
ノ
後
本
令
施

行
前
建
物
ノ
増
築
又
ハ
改
築

ニ
因
り
家
賃
ニ
壁

動
ァ
リ

タ
ル
モ
ノ

二
付
テ
ハ

増
築
又
ハ

改
築
ノ

工
事
ノ
竣
功
後
ニ
於
ケ

ル
最
初
ノ
家
賃
 

前
二
銃
ニ

該
営
セ
サ

ル
場
合
ニ
於

テ
本
令
施
行

後
ニ
地

代
又
ハ

家
賃
ァ

ル
 
ニ
至
リ
ダ
ル
モ
ノ

ニ
付
テ
ハ
本
令
施
行

後
ニ
於
ケ

ル
最
初
ノ
地

代
又
ハ

家
賃
 

第
四
繰
 
地
方
長

官
前
嫌
第
一
競
但
書
，

第
二
銃
又
ハ

第
三
競

ノ
地
代
ハ
家

賃
力
著
シ

ク
不
営

ナ
リ
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
地
代

又
ハ
家
賃
ノ
減
額
ヲ
命
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
 

前
用
ノ

地
方
長
官
ノ
命
令
ニ
依
リ

減
額
シ
タ

ル
地
代
又
ハ
家

賃
ハ
前

係
ノ
規
定
ノ

適
用
ニ
付
テ
ハ

之
ヲ
同
際

各
競
ニ
掲
ク

ル
地
代
又
ハ

家
賃
ト
看
倣
ス
 



附
 

録
 

第
五
憐
 
地
方
長
官
前
二
篠
ノ

規
定
ニ
依
リ

許
可
又
ハ
命
令

ヲ

鳥
サ
ン
ト

ス
ル
ト
キ
ハ
地

代
家
賃
審
査
曾

ノ
議
ヲ
組
ヘ
シ
地

代
家
賃
審
査
曾

ニ
開
ス
ル
規
定
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム
 

第
六
催
 
貸
主
ハ

何
等
ノ

名
義
ヲ
以

テ
ス
ル
ヲ
間
ハ
ス
本

令
ノ

適
用
ヲ
免
ル
ル
鴛
借
地

又
ハ
借

家
ノ
借
主

（
以
下
軍
ニ
借
主

ト
構
ス
）
ニ
封
シ
借
地

又
ハ
借
家
ノ
契
約
ニ

定
メ
サ
ル
財
産

上
ノ
利
益
プ
求
ム
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
 

第
七
僚
 
地
方
長
官
必

要
ァ
リ
ト

認

ム
ル
ト
キ
ハ
国
家
絶
動
員

法
第
三
十
一
嫌
ノ
規
定
ニ
依
リ

借
地
又
ハ
借
家
ニ
開
シ

貸
主

若
ハ
借
主

ョ
リ
報
告

ヲ
徴
シ
又
ハ
営
該
官
吏
ヲ
シ

ナ
日
出
ョ

リ
日
没
迄
ノ

間
借
地
．

借
家
其
ノ
他
ノ
場
所

ニ
臨
検
シ
其
ノ

状
況
若
ハ
借
地
、

借
家
ノ
契
約
書
其
ノ

他
ノ
物
件

ヲ
検
査
セ

ツ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
 

前
項
ノ
規

定
ニ
依
リ

営
該
官
吏

ヲ
シ
テ
臨
検
検
査
セ
ツ

ム
ル

場
合
ニ
於

テ
ハ
其
ノ
身
分
ヲ
示
ス
謹

票
ヲ
携
帯
セ

シ
ム
ヘ
シ

第
八
修
 
第
三
僚
乃
至

第
五
僚
ノ
規

定
ハ
敷
金
、

修
繕

費
ノ
負

捲
其
ノ
他
地
代
又
ハ
家

賃
以
外
ノ
借
地

又
ハ
借
家
ノ
僚
件

一
一

シ
ー
厚
生
大
臣
ノ
指
定

ス
ル
モ
ノ

ニ
付
之
ヲ
準
用
ス
 

第
九
僚
 
本
令
ハ
団
又
ハ
道
府

懸
力
貸
主
タ

ル
借
地
又
ハ
借
家

ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ

ス
 

二
二
 

第
十
侮
 
本
令
中

厚
生
大

臣
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
組
督
、

雀
謙
ニ

在

リ
テ
ハ
巌
灘
総
督
．
樺
太
ニ

在
リ
テ
ハ
樺
太
聴

長
官
、
南
洋

群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
南
洋
臆
長
官
ト

シ
地
方
長
官
ト

ア
ル
ハ
朝

鮮
二
在
リ

テ
ハ
道
知
事
、
藍
灘

ニ
在
リ

テ
ハ
州
知
事
又
ハ
慰

長
、
樺
太
ニ

在
リ

テ
ハ
棒
太
臨

長
官
、
南
洋
群

島
ニ
在
リ

テ

ハ
南
洋
臆
長
官
ト

シ
道
府
懸
ト

ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ

テ
ハ
道

憲
灘
ニ
在
リ

テ
ハ
州
臆
、

南
洋
群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
南
洋
群
島

地
方
費
ト

シ
昭
和
十
三
年
八

月
四
日
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ

テ
ハ
昭
和
十
三
年
十
二

月
三
十
一

日
、
巌
湾
、
樺
太
及

南
洋

群
島
ニ

在
リ

テ
ハ
昭
和
十
四
年

九
月
十
八

日
ト

シ
昭
和
十
三

年
八
月
五

日
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ

在
リ

テ
ハ
昭
和
十
四
年
一
月

一
日
、
巌
湾
、
樺
太
及

南
洋
群
島
ニ

在
リ

テ
ハ
昭
和
十
四
年

九
月
十
九
日
ト

ス
 

朝
鮮
，
盛
海
、
樺
太
及

南
洋

群
島
ニ
在
リ

テ
ハ
地
代
家
賃
審

査
曾

ニ
開
ス
ル
規
定
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
 

附
 
則
 

第
十
一

焼
 
本
令
ハ
昭

和
十
四
年

十
月
二
十
日
ョ
リ

之
ヲ
施
行

ス
但
ジ
朝
鮮
、
峯
灘
、
樺
太
及
南
洋
群
島

ニ
在
リ

子
ハ
昭
和

十
四
年
十
刀
二
十
七
H
H

リ
之
ヲ
施
行
ス
 

第
十
ニ
鱗
 
本
令
ハ

昭
和
十
五
年

十
月
十
九
H

」『
山
共
ノ敷
一
‘プ
 

！

ー
 

附
 

録
 

有

ス
但
シ
同
日
以
前
ニ
篇
ゾ

タ
ル
行
露
ニ
開

ス
ル
罰
則
ノ
適

用
ニ
付

テ

ハ
同
日
後
ト
錐
モ
勿
其
ノ
敷

カ
ーフ
有
ス
 

第
十
三
僚
 
本
令
施
行
前
第
三
僚
第

一
銃
又
ハ
第

ニ
競
ノ
地
代

又

ハ
家
賃
ヲ
埼
額
シ

タ
ル
借
地
又
ハ
借
家

ニ
刊
テ
ハ
貸
主
ハ

厚
生
大
臣
ノ
定

ム
ル
所

ニ
依
リ
昭
和
十
四
年
十
一
月
一
日
以

後
ノ
分

ニ
付
之
ヲ
第
三
篠
第

一
競
又
ハ
第

二
競
ノ
地
代
又

ハ

家
賃
ニ
回
復

ス
ヘ

シ
 

第
十
四
僚
 
前
峰
ノ
規
定

ハ
昭
和
十
三
年
八
月
五
日
以
後
本
令

施
行
前
ニ
於
テ
裁
判
，
裁
判
上
ノ
和
解
又
ハ
借
地
借

家
調
停

法

ニ
依
ル
調
停

ニ
依
リ
地
代
又
ハ
家
賃
ノ
増
額

ァ
リ
タ

ル
モ

ノ

ニ
付
テ

ハ
之
ヲ
適
用
セ

ス
本
令
施
行

ノ
際
現

ニ
繋
島
ス

ル

訴
訟
、
裁
判
上
ノ
和
解
事
件
、
借
地
借
家
調
停
法

ニ
依

ル
調

停
事
件
叉
ハ
借
地
借
家
臨
時
慮
理
法
第

二
僚
ノ
規
定
ニ
依

ル

事
件

ニ
於
テ
地
代
又
ハ
家
賃
ノ
増
額
ァ
リ
タ
ル
モ
ノ

ニ
付
亦

同

シ
前
項
ノ
裁
判
、

和
解
又
ハ
調
停

ニ
依
リ
靖
額

セ
ラ
レ
タ

ル
地
代
又
ハ
家
賃
ハ
第
「
係
ノ

規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ

ハ
之
ヲ

同
傑
同

一
競
本
文
ノ
地
代
又
ハ
家
賃
ト
看
散

ス
 

第
十
五
僚
 
前
ニ
僚
ノ
規
定
ハ
敷
金
、
修
繕
費
ノ
負
鍔
其

ノ
他

地
代
又
ハ
家
賃
以
外
ノ
借
地
又
ハ
借
家
ノ
燦
件

」
シ
テ
厚
生

大
臣
ノ
指
定
ス
ル
モ

ノ

ニ
付
之
ヲ
準
用
ス
 

】
 
一
 1
1
 一
 

    



録
 

〇
地
代
家
賃
統
制
令
施
行
規
則

蓄
令
（緊
軸
弊

曹
鉛
）
 

第
一
修
 
地
代
家
賃
続
制
令

（
以
下
令
ト
構
ス
）
第
三
篠
但
書
ノ

事
由
ァ

ル
場
合
ト

ハ
左
ノ
各
銃
ノ

ー
ニ
該
常
ス
ル
場
合
ト

ス
 

昭
和
十
三
年
入

月
五
日
以

後
営
該
土
地
又
ハ

建
物
ニ
針

ス
ル
租
税

其
ノ
他
ノ
公
課
ノ

負
据
ニ
付
著
シ

キ
増
加
ァ
リ

タ
ル
ト
キ
 

借
主
力

貸
主
ノ
縁
故
者
タ
リ
シ

鴛
令
第
一
一
係
各
銃
ノ

地

代
又
ハ

家
賃
力
特
ニ
低

額
ナ

ル
モ
ノ

ナ
ル
ト
キ
 

貸
主
二
於
テ
本
令
施
行

後
借
家
ニ
付
墳
築
若
ハ
改

築

ラ

篇
シ
又
ハ
昭
和
十
三
年
八

月
百
日
以
後
借
地
ニ
付
著
シ
キ

改
良

工
事
ヲ
施
行
シ
ダ

ル
ト
キ
 

前
各
銃

ニ
準
ス
ル
事
情
其
ノ

他
己
ム
ヲ
得
サ

ル
事
由
ァ
 
 

一
一四
 

ノ
負
渡
、

亜
建
具
其
ノ

仙
ノ
造
作

ニ
要
ス
ル
者
用
ノ
負
据
．
 

地
代
又
ハ

家
賃
ノ

支
排
際
件
及

借
主
ノ

貸
主

ニ
給
付
ス
ル
機

利
金
其
ノ

他
ノ
財

産
上
ノ

利
益
ニ
開
ス
ル
傑

科
ト

ス
令
第

1
 

五
峰
ノ
規
定
ニ
依
リ
令
第
十
三
嫌
及

第
十
四
嫌
ノ

規
定
ヲ
準

用
ス
ル
借
地
又
ハ

借
家
ノ

嫌
件
ニ
付
亦
同
シ
 

第
四
棟
 
令
第
十
三
篠
ノ

規
定
ニ
依

ル
回
復
ハ
昭
和
十
四
年
十

一
月
三
十
日
迄

ニ
之
ヲ
篇
ス
ヘ

シ
 

附
 
則
 

本
令
ハ
地

代
家
賃
統
制

令
施
行
ノ

日
ョ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 

本
令

ハ
地
代
家
賃
統
制
ノ

蚊
力

ヲ
有
ス

ル
間
其
ノ
敵
力

ヲ
有
ス
 

ル
 L

I
 キ
 

第
ニ
慨
 
令
第
七
篠
第
二
項
ノ

規
定
ニ
依
ル
謹
票
ハ
別
記

様
式
 

ニ
依
ル
 

第
三
燦
 
令
第
八

際
ノ
規
定
ニ
依
リ

令
第
三
像
乃
至
弟
五
篠
ノ
 

規
定
プ
準
用
ス
ル

借
地

叉
ハ
借
家
ノ

峰
件
ハ

敷
金
、

修
繕
費
 

・

ー
 

〇
地
代
家
賃
統
制
令
 

改
正
（輔
難

韓
蒔
鉛
）
 

第

一
篠
 
闘
家
絶
動
員

法

（
昭
和
十
三
年
勅
令
第
三

百
十
七
流

ニ
於
ァ
依
ル
場
合
ヲ
含

ム
以
下
同
ジ

J
第
十
九
蜂
ノ
規
定
一
一

基

ク
地
代
及
家
賃

ニ
開

ス
ル
統
制
ハ

本
令
ノ
定

ム
ル
所

ニ
依
 

ル
 

第

ニ
篠
 
本
令

ニ
於
テ
借
地
ト

ハ
建
物
所
有

ノ
目
的
ヲ
以
テ
賃

借

七
ラ
レ
又
ハ
地
上
権
ヲ
設
定

セ
ラ
レ
タ
ル
土
地
ヲ
謂
ヒ
借

家
ト

ハ
賃
借

七
ラ
レ

ダ
ル
建
物
（
建
物
ノ

ー
部
タ
ル
室

ヲ
含

ム
）
 
ヲ謂
フ
 

第
三
傑
 
借
地
又
ハ
借
家
ノ
貸
主
へ
以
下
軍
ニ
貸
主
ト

構

ス
）
ハ

借
地
又
ハ
借
家
ニ
付
左
ノ

各
銃

ニ
規
定
ス

ル
地
代
又
ハ
家
賃

ヲ
超
ェ

テ
地
代
又
ハ

家
賃
ヲ

定

ム
ル
コ
ト

ヲ
得
ズ
 

一
 
昭
和
十
三
年
八
月
四
日
以
後
本
令

施
行
前
ニ
地
代
又
ハ
 

家
賃
ァ
リ

タ
ル
モ
ノ

後
ノ
地
代
又
ハ
家
賃
 

ニ
 
前
競

ニ
該
常

セ
ザ
ル
場
合

ニ
於
テ
木
令
施
行
後

ニ
地
代

又
《
家
賃

ァ
ル

ニ
至
リ
タ
ル
モ

ノ

ニ
付
テ
ハ
本
令
施

行
後
 

附
 

鉄
 

ニ
於
ケ
ル
最
初
ノ
地

代
又
ハ
家
賃
 

前
競
第
ニ
競

ニ
規
定
ス

ル
地
代
又
ハ

家
賃

ァ
ル
 
二
至
リ
クル

ト
キ
ハ
貸
主
ハ

之
ヲ
地
方
長
官
ニ
届
出
ヅ

ベ
シ
 

第
四
際
 
厚
生
大

臣
ノ
定

ム
ル
事
由

ァ
ル
場
合

ニ
於
テ
地
方
長

官
ノ
許
可

ァ
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
貸
主
ハ

前
傑
第
一
項

各
競

二
規

定
ス
ル
地
代
又
ハ
家
賃
ヲ
超
ェ

テ
地
代
又
ハ
家
賃
ヲ

定

ム
ル

コ
ト
ヲ
得
 

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

定
メ
ク

ル
地
代
又
ハ

家
賃
ハ

前
修
篇
一

項
及
前
項

ノ
規
定
ノ
適
用

ニ
付
テ
ハ
之
プ
前
僚
第
一
・
項
各
銃

一規
定
ス

ル
地
代
又
ハ
家
賃
ト
看
倣
ス
 

第

五
篠
 
第
三
嫌

第
一
項
第

ニ
銃
一
一規
定

ス
ル
地
代
又
ハ

家
賃

一一
付
テ
ハ
厚
生
大
臣
其
ノ
適
正
標
準
ラ
定

ム
 

第
六
傑
 
地
方
長
官
第
三

篠
第
一

項
第

一
銃
ニ
規
定
ス
ル
地
代

若

ハ
家
賃
ガ

著
シ

ク
不
常
ナ

リ
ト
認

人
ル
ト
キ
又
ハ
同
項
第

二
銃

ニ
規
定
ス
ル

地
代
若
ハ

家
賃
ガ

前
嫌

ノ
適

F
標
準

ニ
照

シ
不
営
ナ

リ
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
貸
主

ニ
封
シ
地
代
又
ハ
家
賃

？・
減
額
ヲ
命
ズ

ル
コ
ト

ヲ
得
 

前
項
ノ

命
令

ニ
依
リ
減
額
シ
タ

ル
地
代
又
ハ
家
賃
ハ
第
三
篠

第

一
項
及
第
四
篠
第
一
項
ノ
規

定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ

之
プ
篇

三
際
第
一

項
各
盤

ニ
規
定

ス
ル
地
代
又
ハ

家
賃
ト

看
倣

ス
 

一
一五
 

ニ
付
テ
ハ
本
令
施

行
前

（
於
ケ
ル
最
 



附
 
録
 

第
七
際
 
貸
主
地
代
又
ハ

家
賃
ノ
定
ニ
付
左
ノ

各
凱
ノ

ー
ー該

営
ス
ル

礎
更
ヲ

鳶
サ
ソ
ト

ス
ル
ト
キ
ハ
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ

受
ク
ベ
シ
 

金
納
ヲ
物
納
ニ
改
メ

其
ノ
他
確
定
金
額
ヲ
以

テ
定
ム
ル

モ
ノ
ヲ
確
定
金
額
以
外
ノ
方
法
ヲ

以
テ
定
メ
ン
ト

ス
ル
ト

キ
 物

納
ヲ
金
納
ニ
改
メ

其
ノ
他
確
定
金
額
以

外
ノ
方
法
ヲ

以
テ
定
ム

ル
モ
ノ
ヲ
確
定
金
額
其
ノ
他
別
途
ノ

方
法
ヲ
以

テ
定
メ
ソ
ト

ス
ル
ト
キ
 

前
項
ノ
許
可

ヲ
受
ケ

テ
憂
更
シ
タ

ル
地
代
又
ハ

家
賃
ハ
第
一1
1
 

篠
第
一
項
及

第
四
嫌
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適

用
ニ
付

テ
ハ
之
ヲ

第
三
僚
第
一
項

各
統
ニ
規
定
ス
ル
地

代
又
ハ
家
賃
ト

看
倣

ス

第
入
篠
 
下
宿
屋
、

共
同
住
宅
其
ノ

他
之
ニ
類
ス

ル
借
家
ニ
付

貸
主

ノ
組
合
其
ノ

他
之

」
準
ズ
ル
モ
ノ
家
賃
ノ
基

準
及
其
ノ

借
家
ノ
篠
件
ー
フ
定
メ
地
方
長
官
ノ
認
可

ヲ
受
ケ
タ

ル
ト
キ
ハ

第
三
篠
第
一
項
及

第
四
傑
第
一
項
ノ

規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ

其
ノ
基
準
及

侮
件

ニ
依
リ
定
ム
ル
家
賃
プ

以
テ
第
三
篠
第

一

項
各
競
ニ
規
定
ス
ル
家

賃
ト
看
倣
ス
 

第
九
篠
 
地
方
長

官
必
要
ァ
リ
ト

認
ム
ル
ト

キ
ハ
第
四
使
擦

「
 

項
若
ハ
第
七
嫌
第

一
項
ノ
許
可
又
（
前
傑
ノ
認
可

ニ
制
限
又
 

一
一
六
 

ハ
篠
件
ヲ
附

ス
ル
ゴ
ト

プ
得
 

第
十
傑
 
地

方
長
官
第

四
様
第
一
項
、

第
六
篠
第
】
項
、

第
七

傑
第
一
項
又
ハ

第
八
篠
ノ
規
定
ニ
依
リ

許
可
，

認
可
又
ハ
命

令

ヲ
鴛
サ
ン
ト

ス
ル
ト
キ
ハ
地
代
家
賃
審
査
曾
ノ

意
見
ヲ
聴

ク
コ
ト

ヲ
要
ス
 

地
代
家
賃
審
査
曾
ニ
開
ス
ル
規

程
ハ
別
ニ
之
ヲ

定

ム
 

第
十
】
峰
 
地
方
長
官
必
要
ァ
リ
ト

認
ム
ル
ト

キ
ハ
貸
主

ニ
勤

シ
地
代
若
ハ

家
賃
ニ
開
ス
ル
嶋

縛
ノ
作
成
ヲ
命
ジ

又
ハ
下
宿

屋
、
共
同
住
宅
其
ノ

他
之
ニ
類
ス

ル
借
家

ニ
付
家
賃
其
ノ

他

ノ
際
件
ヲ
借
家
ノ
見
易
キ
簡

所
ニ
掲

示
ス

ベ
キ
コ
ト

プ
命
ズ
 

ル
コ
ト

ヲ
得
 

第
十
二
嫌
 
地
方
長

官
必
要
ァ
り
ト

認
ム
ル
ト

キ
ハ
関
家
線
動

員
法
第
三

十
一
保
ノ
規
定
ニ
依
リ

借
地
又
ハ

借
家
二
闘
シ

貸

主
、
貸
主

ノ
組
合
其
ノ

他
之

ニ
準
ズ
ル
モ
ノ
若
ハ
借
主
ョ
リ

報
告
ヲ
徴
シ

又
ハ
営
該
官
更
ヲ
シ

テ
日
出
ョ
リ

日
没
迄

ノ
間

借
地
、
借
家
其
ノ

他
ノ
場

所
ニ
臨
検
シ

其
ノ
状
況
若
ハ
借

地
、
借
家
ノ

契
約
書
、

帽
掠
其
ノ
他
ノ
物
件
ヲ
検

査

七
シ
ム
 

ル
コ
ト
プ
得
 

前
項

ノ
規
定
ニ
依
リ

営
該
官
吏
ヲ
シ

テ
臨
検
検
査

セ
シ
ム
ル
 

場
合
ニ
於

テ
ハ
其
ノ
身

分
プ
示
ス
設

票
ヲ
携
帯
セ
シ

ム
ベ
シ
 

第
十
三
峰
 

第
三
僚
、
第
四
嫌
，

第
六
僚
、
第
九
篠
及
第
十
僚

ノ
規
定
ハ
敷
金
、
修
繕

費
ノ
負
据
其
ノ

他
地
代
又
ハ
家
賃
以

外
ノ
借

地
又
ハ
借
家
ノ
篠
件

ニ
シ
テ
厚
生
大
臣

ノ
指
定
ス
ル

モ
ノ
ニ
付
之
ヲ
準
用
ス
 

第
十
四
傑
 

貸
主
ハ

何
等

ノ
名
義
ヲ
以
テ
ス

ル
プ
問
ハ
ズ
第
三

僚
第
一
項

（
前
傑
ニ
於
テ
準
用

ス
ル
場
合
ヲ
含

ム
）
 ノ
規
定

ニ
依
ル
禁

止
ヲ
免
ル
ル

行
篇
ヲ
総
ス
コ
ト

ヲ
得
ズ

第
十
五
峰
 
本
令
ハ

園
又
ハ
道
府
懸
ガ
貸
主
タ

ル
借
地
又
ハ
借

家

ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
．ス
 

第
十
六
篠
 

本
令
中
厚
生
大
臣
ト

ア
ハ
ル
朝
鮮
ニ
在
リ
テ

ハ
朝

鮮
絶
督
、

豪
灘

ニ
在
リ

テ

ハ
峯
海
絶
督
、
樺
太

ニ
在
リ
テ
ハ

樺
太

臆
長
官
、
南
洋

群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
南
洋
聴
長
官
ト

シ
地

方
長
官
ト

ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ

テ
ハ
道
知
事
、
峯
海

ニ
在
リ

テ
ハ
州
知
事

又
ハ
鷹
長
、
樺
太
ニ

在
リ

テ
ハ
樺
太
廉
長
官
，
 

南
洋
群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
南
洋
臆
長
官
ト

シ
道
府
懸
ト

ア
ル
ハ

朝
鮮
ニ
在
リ

テ
ハ
道
、
妾
海

ニ
在
リ

テ
ハ
州
又
ハ
臆
、
南
洋

群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
南
洋
群
島
地
方
費
ト

シ
昭
和
十
三
年
八
月

四
日
ト
ア
ル
ハ
朝
鮮
ニ
在
リ

テ
ハ
昭
和
十
三
年
十
ニ
月
三
十

一
日
、
塞
海
，
樺
太
及
南
洋
群
島

ニ
在
リ
テ
ハ
昭
和
十
四
年

九
月
十
八

日
ト

ス
 

附
 

僚
 
 

朝
鮮
、
豪
選
、
樺
太

及
南
洋
群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
地
代
家
賃
審

査
曾

二
開
ス
ル
規
定
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ
 

附
 
則
 

第
十
七
僚
 

本
令
ハ

昭
和
十
五
年
十
万
ニ
十

日
ョ
リ
之
ヲ
施
行

ス
但
シ
朝
鮮
、
巌
海
、

樺
太
及

南
洋

群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
昭
和

十
六
年

七
月
一
日
ョ

リ
之
ヲ
施
行
ス
 

第
十
八
傑
 

朝
鮮
、
棄
灘
、
樺
太
及

南
洋
群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
昭

和
十
四
年
勅

令
第
七
百

四
銃
地
代
家
賃
統
制

令

（
以
下
爾
令

ト
構

ス
）
ハ
昭
和
十

六
年
六
月
三
十
日
迄

其
ノ
敷
力
ヲ
有

ス

但
シ
同

日
以
前
ニ
鴛
シ

タ
ル
行
総

ニ
開
ス
ル
罰
則
ノ
適
用

ニ

付
テ
ハ

同
日
後
ト
錐
モ
偽
其
ノ
敷

力
ヲ
有
ス
 

第
十
九
僚
 
奮
令

ニ
基
キ
テ
総
シ

タ
ル
許
可
、

命
令
又
ハ
許
可

申
請
ハ
之
ヲ

本
令

ニ
基
キ

テ
鴛
シ

タ
ル
許
可
、

命
令
又
ハ
許

可
申
請
ト
看
倣

ス
 

第

ニ
十
傑
 

蕉
令
第
十
三
僚
、
第
十
四
僚
第

一
項
及
第
十
五
峰

ノ
規
定
ハ

昭
和
十
五
年
十
月
十
九
日
 
（朝
鮮
、
巌
脅
、
樺
太

及
南
洋

群
島

ニ
在
リ

テ
ハ
昭
和
十
六
年
六
月
三
十
日
）
後
ト

鑑
モ
勿
其
ノ
敷

力
ヲ
有

ス
 

第

二
十

一
篠
 
葡
令
第

十
三
傑

ニ
規
定
ス

ル
借
地
又
ハ
借
家

ニ

付
本
令

施
行
後
地
代

又
ハ
家
賃
ノ

旧
復

セ
ラ
レ
タ
ル
場
合

ニ

一
】
七
 



附
 
録
 

於
元
ハ

其
ノ
回
復

セ
ラ
レ
タ

ル
地
代
又
ハ

家
賃
プ

以
テ
第

i
l
1
 

候
第

一
項
第
一
競

ニ
規
定
ス

ル
地
代
又
ハ

家
賃
ト
看
倣
ス

第

ニ
十
ニ
篠
 
本
令
施

行
後
爾
令
第
十
四
嫌
第
一

項
ノ
裁
判
、
 

和
解
又
ハ
調
停

ニ
依
リ
埼
額
セ
ラ
レ
タ

ル
地
代
又
ハ

家
賃
ハ

之
ヲ
第
三
篠
第
一
項

第
一
銃

ニ
規
定
ス
ル
地
代
又
ハ
家
賃
ト

看
倣
ス
 

第
二
十
三
篠
 
第
六
嫌
ノ
規
定
ハ
焦
令
第
十
四
篠
第

一
項
ノ
裁

判
、
和
解
又
ハ
調
停

二
依
リ
墳
額

セ
ラ
レ
タ

ル
地
代
又
ハ
家

賃

ニ
付
テ
 
ハ之
ヲ
適
用
七
‘ス
 

第

二
十
四
篠
 
前

三
傑
ノ
規
定
ハ
欝
令
第
十
五
傑

ニ
規
定
ス
ル

場
合

ニ
付
之

ヲ
準
用
ス
 

一
一
八
 

〔参
照
〕
 

昭
和
1
三
年
晒
禦

法
律
第
五
1
五
銃
閣
家
絶
動
員
法

抄
録
 

第
十
九
峰
 
政

府
ハ
戦
時

ニ
際
シ
閥
家
組
動

員
上
必
要
ァ

ル

ト
キ
ハ
勅
令
ノ

定

ム
ル
所

ニ
依
リ
慣
格
，

運
途
買
、

保
管

料
、
保
険
料
、

賃
貸
料

又
ハ
加
工
賃
ニ
開
シ

必
要
ナ

ル
命

令
ヲ
鴛
ス
 
コ
ト
ヲ
得
 

〇
地
代
家
賃
統
制
令
施
行
規
則

改
正
（
鷲
雛
欝

喜
繊
遡
 

ス
 

第

一
峰
 
地
代
家
賃
統
制

令
（
以
下
J合
ト
稚
ス
い
第
三
妹
第

二
項

ノ
規
定

ニ
依
ル
届
出
ハ

地
代
又
ハ
家
賃

ァ
ル
ニ
至
ツ
タ

ル
ト

キ
ョ
リ
十
四

日
以
内
ニ
左

ニ
掲
グ
ル
書
類
及
岡
面

ヲ
以
」
之

ヲ
鴛
ス

ベ
シ
 

一
 
地
代
届
又
ハ
家
賃
届
（
様
式
第

一
銃
）
 

ニ
 
借
地

ニ
在
リ

テ
ハ
位
置
及
敷
地
、
借
家

ニ
在
り

テ
ハ
位

置
、
敷
地
及
間
取
ヲ
示
ス
平
面
略
圏
 

三
 
其
ノ
他
参
考
ト

ナ
ル
ベ
キ
書
類
又
ハ
岡
面

ァ
ル
ト
キ
其

ノ
書
類

又
ハ
岡
面
 

第

ニ
峰
 
令
第
四
篠
第

】
項
ノ
事
由
ァ
ル
場
合
ト

ハ
左

ノ
各
盤

ノ

ー
ニ
該
営

ス
ル

ニ
因
リ
令
第
三
峰
第

一
項
各
競

「
規
定
ス

ル
地
代
又
ハ
家
賃
ガ
著
シ

ク
低
額
ナ
リ
ト
認
メ

ラ
ル
ル
場
合
 

・

hー
 】

 
貸
主
ニ

於
テ
借
地
ニ
付
改

良
工
事
ヲ
施
行
シ
又
ハ
借
家

一一付
堵
築
若
ハ

改
造
ヲ
篇
シ
タ

ル
ト
キ
 

ニ
 
借
地
又
ハ
借
家

ニ
勤
ス

ル
租
税
其
ノ
他
ノ
公
課
ノ
増
課
 

附
 

銀
 

'
lI?
'
 

t
'
I
‘
【！
,
 

ア
リ
タ

ル
ト

キ
 

下
宿
・
屋
、共
同
住
宅
其
ノ
他
之

ニ
類
ス
ル
借
家

ニ
付
光

熟
費
、

消
耗
品
費

等
ノ
供
釜
費
ノ

増
嵩

ス
ル
ニ
至
リ
ク
ル

ト
キ
 

裸
貸
ヲ

附
貸

ニ
改
A
ル
等
借

主
ノ
利
釜

ニ
借
地
又
ハ
借

家
ノ
傑
件

ヲ
改
メ
ク

ル
ト
キ
 

前
各
銃

ニ
準
ズ

ル
亭
情
其
ノ
他
特
別
ノ
事
由
ァ

ル
ト
キ

第
三
僚
 
令
第
四
係
第
一
項
ノ
許
可

ノ
巾
詰
ヲ
篇

ス
ニ
ハ
左
二

掲
グ

ん
事
項
ヲ
記
載
シ
タ

バ
許
可
申
請
書
ヲ
提
川
ス

ベ
シ

一
 
申
請
者
ノ
氏
名
及

住
所
又
ハ
名
梅
、
代
表
者
ノ
氏
名
及

主
タ

ル
事
務
所
ノ
所
在
地

（
管
理
人

ァ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
氏

名
及
住
所
ヲ
併
記

ス
ル
コ
ト
）
 

ニ
 
令
第
三

僚
第
一

項
各
銃

二
規
定
ス
ル
地
代
又
ハ
家
賃
ヲ

超
ェ

ー
｝
・
定
メ
ン
ト
ス
ル
地
代
又
ハ
家
賃
 

三
 
埼
額
ノ
施
行
期
日
 

埼
額
ヲ

鴛
サ
ン
ト

ス
ル
事
由
（
弟

「
僚
第
何
踏

ニ
該
常
ス

ル
旨
ヲ
併
記

ス
ル
コ
ト
、
 

前
項
ノ

許
可
申
請
書

ニ
ハ
左

ニ
掲
グ
ル
書
類
及
闘
面
ヲ
添
附

ス
べ
』ン
 

一
 
借
地
調
書

又
ハ
借
家
調
島
只
様
式
第

ニ
銃
）
 

一
一九
 



三
O
 

一
 

「
 

一
 一

 

一
 

一
 一

 

附
 
録
 

ニ
 
借
地

ニ
在
リ

テ
ハ
位
置
及
敷
地
、
借
家

ニ
在
リ

テ
ハ
位

置
、
敷
地
及
間
取
ヲ
示
ス
平
面
略
闘
 

三
 
其
ノ
他
琴
考
ト

ナ
ル
ベ
キ
書
類
又
ハ
闘
面

ァ
ル
ト
キ
（
 

其
ノ
書
類

又
ハ
闘
面
 

第
四
峰
 
令
第
五
像
ノ
地
代
適

正
標
準
（
年
分
）
ハ
土
地
慣
格
ニ

地
方
長
官
ノ
定

ム
ル
寧
ヲ
乗
ジ

ーγ
得
ベ
キ
金
額
」
相
営

ス
ル

額

」
依
ル
モ
ノ
ト

ス
 

第
五
篠
 
土
地
優
格
ハ

昭
和
十
三

年
八
月
四
日
以
前

ニ
於
ケ
ル

営
該
土
地

ノ
最
後
ノ
取
得
償
格
ト

ス
但
シ
常
該
土
地
ニ
付
取

得
慣
格
ナ

キ
ト
キ
又
ハ
其
ノ
不
明
若
ハ
不
相
営
ナ

ル
ト
キ
ハ

昭
和
十
三
年
八
月
四
日
現

在
ニ
於
ケ
ル
地
方
長
官
ノ
評
慣
額

ト
ス
 

第
六
嫌
 
昭
和
十
三
年
入
月
五
日
以
後
土

地
ニ
付
左
ノ
各
銃
ノ

一
ニ
該
営
ス
ル
事
情
ァ
ル
ト

キ
ハ
地
方
長
官
ハ
前
燦
ノ
土

地

慣
格
ヲ

修
正
シ
タ

ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
第
四
僚

ノ
土
地
鍛
格
ト

鴛

ス
コ
ト
ヲ
得
 

一
 
貸
主

ニ
於
テ
改
良
工
事
ヲ
施
行

シ
タ
元
ト
キ
 

ニ
 
貸
主

ニ
於
テ
受
盆
者
負
投
金
ヲ

支
携
ヒ
ダ

ル
ト
キ
 

貸
主

」
於
テ
借
地
樺
利
金
ジ

徴
牧
シ
グ

ル
ト
キ
 

地
方
長
官

ニ
於
」j
土
地
慣
格
修

正
ノ
必
墓
ァ
リ
ト
認

ム
 

第轟
格
一
難
難
難
 

金
額
 

二
 
也
代
又
ハ
其
ノ
相
常
額
（

月
割
額

、
 

舞
難
難
難
 

ト

ス
 ）

麟
騒
舞
蘇
媛
縫
疑
一
 

ル
費
用
ヲ
謂
フ
 

第
ハ
嫌
 
建
観
格
ハ
左
ニ
掲
グ

ル
費
額
ノ
ム
許
額
ト
え
 

無
静
舞
灘
”
 

ル
巽
用
）
 

第
九
嫌
 
貸
・
F
ガ
借
家
ニ

付
擢
利
金
（
暖
簾
代
ノ

性
質
ヲ
有
ス
 

ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
 
ヲ取
得

セ
ル
ト
キ
ハ
前
嫌
ノ

建
物
債
格
ョ

リ
其
ノ
額
ヲ
控
除
シ
タ

ル
モ
ノ
プ
以
テ
第
七
僚
第

一
項
第
一

競

ノ
建
物
債
格
ト

ス
 

第
十
篠
 
地
方
長
官
第

四
篠
及
第
七
僚
第

一
項
第

一
銃
ノ
率
ヲ

定
メ
ン

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
厚
生
大

臣
ノ
認
可
ヲ

受
ク

ベ
シ
之
ヲ

愛
更
七
ン
ト

ス
ル
ト
キ
亦
同
ジ
 

第
十

一
篠
 
地
方
長
官
弟
四
嫌
又

《
第
七
嫌
第
一
項
第

「
競
ノ

率
ヲ
定
メ
タ

ル
ト
キ

〈
左
一一
掲
グ
ル
事
項
ヲ

告
示

ス
ベ
シ

一
 
第
四
嫌
又

（
第
七
篠
第

一
項
第

一
競
ノ
率
及
其
ノ
適
用

地
域
 

ニ
 
前
銃

ノ
率
ノ
決

定

」
付
前
提
ト

シ
女
ル
借
地
又
ハ
借
家
 

ノ
嫌
件
 

三

・
其
ノ
他
参
考
ト

ナ
ル
ベ
キ
事
項
 

第
十
二
篠
 

建
物
ノ

ー
部
タ

ル
居
室

ノ
家
賃
適

正
標
準
ハ
常
該

建
物
ノ
家
賃
適
正
標
準
額
二
付
全
部
ノ

居
室

ノ
面
積
ト

其
ノ
 

一
部
タ

ル
居
室
ノ
面
積
ト

ノ
比
率

ニ
依
リ
定

マ
ル
額
ヲ
基
準
 

ト

ス
 

前
項
ノ
規
定
ハ
建
物
ノ

ー
部
タ
ル
室
ニ
シ

テ
居
室
ニ
非
ザ

ル

モ
ノ
ノ
家
賃
適

正
標
準
ニ
付
之
ヲ
準
用

ス
 

第
十
三
篠
 
令
第
六
篠

ノ
規
定

「
依
ル
減
額
ノ

命
令
ハ
地
方
長

附
 

録
 

官
貸
主

ニ
封
シ
左
ノ
事
項

ヲ
通
知

ス
ル

ニ
依
リ
之
ヲ
罵
ス
 

減
額
後
ノ

地
代
又

「
家
賃
 

減
額
ノ
質
施
期
日
 

第
十
四
繰
 
第
三

催
ノ
規
定
ハ

令
第
七
峰
ノ

許
可

ノ
申
請

ニ
付

之
ヲ
準
用
ス
 

第
十
五
峰
 
令
第
八
係
ノ
認
可

ノ
申
請
ヲ
鴛

ス
ニ
（
左
ニ
掲
グ

ル
事
項
プ
記

載
シ
ダ

ル
認
可
申
請
書
ヲ
提
出
ス
ベ
シ

一
 
組
合
其
ノ
他
之
二
準
ズ

ル
モ
ノ
ノ
名
排
及

地
匠

ニ
 
組
合
其
ノ
他
之
ニ
準
ズ

ル
モ
ノ
ノ
構
成
貞
タ

ル
資
格
及
 

構
成
員
ノ

数
 

家
賃
ノ
某
準
及
其
ノ
借

家
ノ
嫌

件
並

二
其
ノ
質
施
期
日
 

家
賃
ノ

基
準
及

其
ノ
借

家
ノ
嫌
件
ヲ

定

人
 
事
由
並

一

其
ノ
基
準
及
峰
件

ノ
根
挨
 

前
項
ノ

認
可
申
請
書

ニ
（
左

ニ
掲
グ
ル
書
類
及
闘
面
ヲ
添

附

ス
ベ
シ
 

一
 
借
家
調
書

（
様
式
第
三
銃
、
 

ニ
 
借
家
ノ
位
置
、
敷
地
及
間
取
ヲ
示

ス
平
面
略
闘
 

定
款
又
「
規

約
ノ

富
 

令
第
八
篠
ノ
認
可

ノ
巾
請
ヲ

総
ス

ベ
キ
旨
ノ
決
議
書
又

ハ
同
意
書

ノ
窟
 

三
一
 



一
 

一
 一

 
一
 

一
 

附
 

第
十
六
峰
 

録
 

令
第
ー
雇
第
二
項
ノ
讃
票
ハ

警
第
四
銃
ニ
依
 

第
十
七
篠
 
令
第

十
三
捺
ノ
規
定

ニ
依
リ
令
第
三
蜂
、
第
四
際

第
六
篠
、
第
九
際
及
第
十
僚
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
ル
借
地
又
（

・

借
家
ノ

篠
件

（
敷
金
、
修
繕

賓
ノ
負
確
、
曇
，
建
具
其
ノ
他

ノ
造
作

ニ
要

ス
ル
費
用
ノ
負
搬
、

下
宿
屋
、

丘
（
同
住
宅
其
ノ

他
之
ニ
類

ス
九
借
家
二
於

ケ
ル
供
益
裂

ソ
負
推
、

地
代
又
ハ

家
賃
ノ
支
沸
際
件
及

借
主
ノ

貸
主

ニ
給
付
ス
ル

権
利
金

其
ノ

他
ノ
財
産
上

ノ
利
益
ニ
開

ス
ル
嫌
件
ト

ス
 

第
十
入
篠
 
第
三

嫌
及
第
十
三
篠
ノ
規
定
ハ
令

第
十
三
際

二
掲

グ
ル
地
代
又
ハ
家
賃
以
外
ノ
借

地
又
ハ
借
家
ノ

篠
件

ニ
開
ス

ル
モ
ノ

ニ
之
ヲ
準
用
ス
 

附
 
則
 

本
令
ハ
昭
和
十
五
年

十
月
二
十
日
ョ
リ

之
ヲ
施
什

ス
 

昭
和
十
四
年
十

月
厚
生

省
令
第
三

十
三
競
地
代
家
賃
続
制
か

施

行
規
削
第
四
際

ノ
規
定
ハ
昭
和
十
五
年

十
月
十

九
日
後
ト
難
モ

勿
其
ノ
敷
力
ヲ
有
ス
 

（
様
式
略
昭
和
十
五
年
十
月
ト

ル
日
官
機
第
四
一
三

六
競
琴
照
）
 

一
 

一
 

〇
地
代
家
賃
審
査
曾
官
制
 

（
鷲軸
」
晴
に
せ
遡
 

第
一
鱗
 
地
代
家
賃
審
査
曾

ハ
地
方
長
官
ノ
監
督
二
属
シ
地
代

家
賃
統
制
令
第

五
篠
ノ
規
定
ニ
依
リ
其
ノ
権
限

二
闘

セ
シ
メ

ダ
ル
事
項
ヲ
調
査
審
議
ス
 

第
一
一僚
 
地
代
家
賃
審

査
曾
ハ

道
府
懸
毎
ニ

之
ヲ
置
キ
各
道
府

懸
ノ
名
ヲ
冠
ス
 

第
三
族
 
地
代
家
賃
審
査
曾

ハ
曾
長
及
委
員

五
人
以
上
九
人
以

内
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス
 

倉
長
ハ
地
方
長
官

ヲ
以
テ
之
ニ
充
ッ
 

委
員
ハ
左
ニ
掲
ク

ん
者
一
就
キ
換
メ

地
方
長
官
ノ

選
任
シ

タ

ル
者
ノ
中

ョ
リ
地
代
家
賃
審
査
曾
開
催
ノ

都
度
地

方
長
官
之

ヲ
指
定
ス
 

「
 
闘
係
官
鷹
ノ
官
更
 

市
町
村
吏
員
 

特
別
ノ
知
識
級
験
ァ

ル
者

業
四
儀
 
曾
長
ハ
曾
務
ヲ
組
理
ス

曾
長
事
故
ァ

ル
ト
キ
ハ
地
方
長
官
ノ
指
名

ス
ル
委
員
其

ノ
職

附
 

線
 

務

ヲ
代
理
ス
 

第
五
憐
 
地
代
家
賃
審
査
曾
ノ

曾
議
ハ
委
員
ノ

牛
戴
以
上
出
席

ス
元
 
二非
サ
レ
 
ハ之
ヲ
開
ク

コ
ト
ヲ
得
ス
 

地
代
家
賃
審
査
曾

ノ
議
決

ハ
出
席
シ

ク
ル
委
員

ノ
渦
牛
敵
ノ
 

意
見

ニ
依
ル
可
否
同
敵

ナ
元
ト
キ
ハ
曾
長
ノ
決
ス

ル
所

二
依
 

ル
 

第
大
僻
 
地

代
家
賃
審
査
曾

ハ
必
要
ァ

元
ト
キ
ハ
常
事
者
其
ノ
 

他
適
常
ト
認

ム
ル
者
ノ
意
見

ヲ
聴
キ
又
ハ

竃
地

二
就
キ
調
査
 

ス
ル
コ
ト

ヲ
得
 

結
七
蜂
 
地

代
家
賃

審
査
曾

ニ
幹
事
及
書
記
若

干
名
ヲ
置
キ
地
 

方
長
官
之
ヲ
任

命
又
ハ

委
燭
ス
 

幹
事
ハ

曾
長
ノ

指
揮
プ
受

ケ
庶
務
ヲ
整
理
ス
 

書
記
ハ

上
司
ノ

指
揮
ヲ
受
ケ
庶

務

ニ
従
寧
ス
 

附
 
則
 

本
令
ハ
公
布
ノ

日
ョ
リ
き

ヲ
施
行

ス
 

三
三
 



三
四
 

一
 

一
 一

 一
 一

 

附
 
翻
 

〇
地
代
家
賃
審
査
曾
官
制
中
改
正
 

ノ
件
 

（加
神
針
欝H脅
涼
知
）
 

地
代
家
賃
審
査
曾
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
峰
中
「
第
五
嫌
与
「
第
十
篠

三
一
改
ム
 

附
 
則
 

本
令
ハ

昭
和
1
五
年
ト
月
 
干
日
ョ
リ
之
ヲ
施
行
ス
 

〔
琴網

和

1四
年

H”
輸
勅
令
第
七
百

1八
競
地
代
家
賃
 

審
査
曾
官
制
抄
録
 

第
一
際
 
地
代
家
賃
審
査
曾
ハ
地
方
長
官
ノ
監
督
ニ
島
シ
地
 

代
家
賃
統
制
令
第
五
峰
ノ
規
定
二

依
リ
其
ノ

檀
限

二
属
セ

シ
メ
ダ
ル
事
項
ヲ
調
査
審
議
ス
 

〇
図
家
総
動
負
法
抄

録
 

（
昭
和

t
三
年
四
月
一
日
法

律
第

五
十
五
銃
〕
 

第
《
憐
 
本
法
ニ
於

テ
閣
家
組
動
員
ト

ハ
職
時

（
鞍
争

ニ
準
ス

ヘ
キ
事
壁
ノ

場
合
ヲ
含

ム
以
下
之

ニ
同
シ
〕
二
際
シ
闘
防
H
 

的
達
成
ノ

篇
助
ノ
全
力
プ
最
モ

有
敷
ニ
護

揮
セ
ツ

ム
ル
様
人

的
及
物
的
資
源
ヲ
統

制
運
用
ス

ル
ヲ
調
プ
 

第
十
九

僚
 
政
府
ハ

戦
時
ニ
際
シ

閥
家
親
動
員

上
必
要
ァ

ル
ト

キ
ハ
勅
令
ノ
定

ム
ル
所

ニ
依
リ
慣
格
、

揮
途
賃
、
保
管
料
，
 

保
険
料
、
賃
貸
料

又
ハ
加

工
賃
ニ
開
シ
必
要
ナ
ル
命
令
プ
駕

ス
 
コ
トヲ
得
 

第
三
十
【
僚
 
政

府
ハ
図
家
徳
動

員
上
必
要
ァ

ル
ト
キ
ハ
命
令

ノ
定

ム
ル
所

ニ
依
リ
報
告
ヲ
徴
シ
又
ハ
営
該
官
史

ヲ
シ
テ
必

要
ナ

ル
場
所

ニ
臨
検
シ

業
務
ノ
状
況
若
ハ
幌
簿
書
類

其
ノ
他

ノ
物
件
プ
槍
査
セ
シ

ム
ル
コ
ト

ヲ
得
 

第
三
＋
三
僚
 
左
ノ

各
競
ノ

ー
ニ
該
常

ス
ル
者
ハ
三
年
以

下
ノ

懲
役
又
（

五
千
闘
以
下
ノ

罰
金

ニ
慮
ス
へ
ー
乃
至
五
略
〕
 

〔
六
）
 第
十
九
僚
ノ
規
定

ニ
依
ル
命
令

ニ
違
反
シ
ダ

ル
者

第

三
十
五
娃
 
前
三
際
ノ
罪

ヲ
犯
シ

タ
ル
者

ニ
ハ
情
状
ニ
因
リ

懲
役
及
罰
金

ヲ
併
科
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
 

第
三

十
八
憐
 
左
ノ
各
銃
ノ

ー
二
該
常
ス

ル
者
ハ
千
聞
以
下

ノ

罰
金

二
慮
ス

（
一
、
一
一略
〕
 

凸
ニ
〕
 第
三

十
一
篠
ノ
蝿

定
ニ
依

ル
報
告
ブ
怠
リ
又
ハ
虚
慣

ノ
報
告
ヲ
罵
シ
タ

ル
者
 

    

    

    

    

    

   

●

．
 

〇
地
代
家
賃
騰
貴

抑
制

ニ
開

ス
ル
件
依
命
通
牒
 

厚
生
省
襲

杜
第
七
五
競
 

昭
和
十
三
年
八

月
四
日
 

聴
府

懸
長

官
殿
 

地
代
家
賃
（
以
下
間
代
ヲ
含

ム
）
二
開
シ
テ
ハ
最
近
ニ
於
ケ

ル
貸

家
ノ
排
底
又
ハ
物
債
ノ

昂
騰
ニ
件
ヒ

既
ニ
騰
貴
七

ル
向
モ
可
有

之
】
般
的
ニ
ハ

尚
今
後
相
常
ノ

騰
貴
モ
換
想
セ
ラ
レ

之
力
影
響

ハ
物
債
勤
策
上
並
庶

民
生
活
保
護
上
考
慮

ヲ
要
ス

ヘ
キ
事
案
ニ

シ
テ
其
ノ
騰
貴

ヲ
抑
制

ス
ル
ハ
極
メ

テ
緊
要
ノ
事
ト
被
存
候
慮

右

ニ
開
シ
テ
ハ
不
取
敢
左
記

ニ
依
リ
貴
管
内
ノ

情
勢
二
態
シ

其

ノ
抑
制
ニ

開
シ
適
常
ノ
措
置
ヲ

講
七
ラ
レ

度
 

追
テ
右

ニ
開
ス
ル
中
央
物
償
委
員
曾

答
申
別
紙
ノ

通

ニ
有
之
参

考
迄

ニ
添
附
致
候
（
別
紙
略
ス
）
 

附
 

録
 
 

記
 

地
代
家
賃
ノ
騰
貴
抑
制
ハ
左
ノ

方
針

ニ
依
ル
コ
ト
 

（
一
）
 既
成
ノ
地

代
家
賃
間

代
ハ
賃
借
人
ノ
愛

更
ノ
有
無

ニ

拘
ラ
ス
地
主

家
主
等
ノ
自

制
一
一
依
リ
現
在
ノ
額
ョ
リ

値
上

ケ
ヲ
篇
サ
シ
メ

サ
ル
 
コ
ト
 

（
一
一
）
 
上
地家
屋

ニ
付
新

ニ
地
代
、
家
賃
、
間
代

ーフ
定
ム
入

場
合
ハ

前
競
ノ

趣
旨
ニ
依
リ

出
来
得
ル
限

リ
低
廉
ニ

定
メ

シ
ム
ル
 
コ
ト
 

（
参
考
）
 

新
ニ
地

代
家
賃
ヲ
定

ム
ル
場
合
ノ

標
準
 

ィ
、
地
代
ハ
附
近
類
地
ノ

普
通
ノ
地

代
ニ
準
シ

テ
定
メ

シ
ム
ル
 
コ
 
ト
 

ロ
、
家
賃
ハ
建
築
費

ヲ
考
慮
シ

附
近
類
地
ノ

同
種
ノ
家

屋
ノ
普
通
ノ
家
賃
ニ
準
シ

テ
定
メ
シ

ム
ル
コ
ト
 

第
一
項
ノ

趣
旨
ノ

徹
底

ヲ
岡
ル
鴛
左
ノ

方
法
ヲ
講
ス
ル
コ
 

・

ト
 

（
一
）
 
地主
家
主
等
ヲ
適

富
ナ
ル
場
所

ニ
集
合
七
シ

ム
ル
等

ノ
機
曾

ラ
作
リ
 
（
地主
組
合
、

家
主
組
合
等
ァ
ル
場
合
ハ

夫
等
ノ
機
開

ヲ
利
用
シ
）
此
ノ
際
自

制

ニ
依
リ
騰
貴
ーフ
抑

制
セ
ン
ト

ス
ル
趣
旨
ノ

徹
底

ニ
努
ム
ル
ト
共
」
出
来
得
ル
 

三
五
 

内 商 厚

務 工 生

次 次 次

官 官 官 



附
 

録
 

限
リ
左
ノ
巾
合

ヲ
鴛
サ
シ
メ

之
力
貿
行

ヲ
期
セ
シ

ム
ル
コ
 

ィ
 
時
局
ニ

鑑
ミ
地
代
家
賃
間
代
ハ

現
在
額
以
上
ニ
値

上

ケ
ヲ
鴛
サ
サ

ル
 
コ
ト
 

ロ
 
貸
家
ニ
付
テ
ハ

家
主
ハ

建
物
ノ
修
繕

ヲ
怠
リ
又
ハ

敷

金
造
作

代
ヲ
増
額
ス

ル
等
新

ニ
借
家
人

」
負
捲
ーフ
課
ス

ル
カ
如
キ
コ
ト

ヲ
鴛
サ
サ
ル
 
コ
ト
 

（
二
）
 圃
民
精

耐
絶
動
員

運
動
質
施

ニ
際
シ
テ
ハ
右
ノ
趣
旨

ノ
徹
底
ヲ
岡
り

一
般
ニ
自

制
ノ
妓
果

ヲ
果
ケ
シ

ム
ル
様
努

ム
ル
ノ
外
、
左
記
事
項
ニ
閲
シ

テ
モ
講
演
内
容
又
ハ

印
刷

物
等
ニ
取
入
レ

其
ノ
趣
旨
ノ

普
及
徹
底

ニ
努
ム
ル
コ
ト

ィ
 
地
代
家
賃
ノ

滞
納
ハ

他
ノ
借
主
ノ

貫
借
料

ニ
輔
嫁
七
 

シ
ム
ル
ノ
虞
ァ
ル
ヲ
以

テ
借
地
借
家
人
ハ

之
ヲ
滞
納
セ
 

サ
ル
 コ
ト
 

ロ
 
土
地
慣
格
ノ

昂
騰
ヲ
抑
制

ス
ル
鴛
土
地
ノ

投
機
ヲ
阻

止
ス

ル
 
コ
ト
 

、
一
じ
 
土
地
建
物
周
旋
莱
者

ニ
封
シ

テ
ハ
料
金
ノ
値
上
ケ
ヲ

認
メ
サ
ル
ハ
勿
論
公
定
ノ
料
金
ヲ
巌
守
セ
ジ

ム
ル
様
厳
重

ニ
之
力
取
締

ヲ
鴛
ス
コ
ト
 

（
四
）
 
土
地
ノ状
況

ニ
依
ヴ
市
（
旺
）
役
所
．
町
村
役
場
．
町
 
 

一
ニ六
 

曾
事
務
所
等
ニ
地

代
貸
家
貸

間
相
談
係

プ
・
設
ケ
シ
メ
 へ既

設
ノ
モ
ノ

ア
ル
向
ハ
更
」
接

充
ヲ
岡
り
）

此
ノ
際
斡
旋
事

業
ノ
・

、、
ナ
ラ
ス
地
代
家
賃
間

代
ノ
抑
制
低

下
ノ
賞
ヲ
畢
ケ

シ
ム
ル
様
積
極
的
ニ
其
ノ

機
能
ヲ
獲
揮
セ
ツ

ム
ル
コ
ト
 

へ
 

軍
需
工
業
地

帯
ニ
於
テ
（

勢
務
者
ノ

住
宅
難
ノ
緩
和

ヲ
岡
ル
儒
工
場
主

ニ
勤
シ
勢
務
者
住
宅

（
特
ニ
濁
身
者
向

住
宅
）
 
ノ建
設

ニ
積
極
努
力
ヲ
梯

フ
様
勧
奨
ス
ル
コ
ト
 

へ
 

地
方
ノ
事
情

ニ
窓
シ
公
誉
住
宅
ノ
建
設

ヲ
働
奨
ス

ル

コ
ト
 

（
七
）
 
前
各
銃
ノ

外
地
方

物
債
委
員
曾

ノ
意
見
ヲ
徴
ス

ル
等

適
宜
ノ
方
法
ニ

依
リ
地

方
ノ
事
情
ニ
腰
シ

タ
ル
適
切
ナ

ル

方
策
ヲ
樹
立
シ

之
力
責
行

ニ
努
ム
ル
コ
ト
 

三
 
地
代
家
賃
問
題
ハ
今

後
自
制
ノ
敷
果

ヲ
奉
ケ
難
キ
事
態
ヲ

生
ス
ル
 
ニ
於
テ
ハ
更
ニ
強
力

ナ
ル
措
置
ヲ
講
ス

ル
必
要
ァ
ル
 

ヲ
以
テ
常

ニ
管
内
ノ
情
勢
ヲ

考
察
シ
適

宜
ノ
措
置
ヲ
講
ス

ル
 

ト
共
ニ
其
ノ
情
勢
ニ

付
テ
ハ
常

ニ
遅
濡
ナ
ク
報
告
ス
ル
コ
ト
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